
船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
船
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
八
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険
法(

昭

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
保
険
法(

昭

和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号)
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び

和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号)

、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び

待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号)

及
び
育
児
休
業

待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号)

及
び
育
児
休
業

、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定

、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定

の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る
法
律
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る
法
律
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

字
句

字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女

船
員
法
（
昭
和
二

船
員
職
業
安
定
法
第
八
十
九

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女

船
員
法
（
昭
和
二

船
員
職
業
安
定
法
第
八
十
九

の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の

十
二
年
法
律
第
百

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読

の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の

十
二
年
法
律
第
百

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読

確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三

号
）
第
八
十
七
条

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
船
員

確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二

号
）
第
八
十
七
条

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
船
員

十
一
条
第
一
項

第
一
項
又
は
第
二

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

十
七
条
第
一
項

第
一
項
若
し
く
は

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

項
の
規
定

百
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項

第
二
項
の
規
定

百
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項

の
規
定
又
は
同
条
第
二
項
の

の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二

規
定

項
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


